
発議案第 １ 号 

 

 

 

    鎌ケ谷市議会の議員の長期欠席等に係る議員報酬及び期末手当の特例     

    に関する条例の制定について 

 

 

 

 上記議案を提出します。 

 

 

 

  令和７年１２月１２日 

 

                       鎌ケ谷市議会議員 

提 出 者 土 屋 裕 彦 

                        賛 成 者 小 易 和 彦 

                             伊 藤   仁 

                             津久井 清 氏 

                             水 町 元 大 

                             松 原 美 子 

                             山 中 優 宏 

                             佐 藤   剛 

 

 

提案理由 

 議員の職責及び議会への市民の信頼の確保の重要性に鑑み、議員が市議会の会議

を長期欠席等した場合における議員報酬及び期末手当に関し、特例を定めようとす

るものです。



  鎌ケ谷市議会の議員の長期欠席等に係る議員報酬及び期末手当の特例   

  に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、鎌ケ谷市議会議員（以下「議員」という。）の職責及び議

会への市民の信頼の確保の重要性に鑑み、議員が長期欠席等をした場合にお

ける、鎌ケ谷市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１

年鎌ケ谷市条例第７号）に定める当該議員の議員報酬及び期末手当に関し特

例を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

 （１） 会議等 次に掲げる会議をいう。 

   ア 定例会の招集により開く本会議又は議案等を上程し、審議し、当該議 

    案等の議決にいたる一連の本会議 

   イ 鎌ケ谷市議会委員会条例（昭和４９年鎌ケ谷市条例第２号）に定める 

    常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会 

   ウ 鎌ケ谷市議会会議規則（昭和４９年鎌ケ谷市議会規則第１号）   

第１６３条に規定する協議又は調整を行うための場 

 （２） 長期欠席 議員が疾病その他の事由により市議会の会議等を欠席した 

    日から市議会の会議等に出席した日の前日までの期間で、当該期間が  

    ９０日を超えるものをいう。 

 （届出） 

第３条 議員は、長期欠席をすることとなったときは、その旨を議長が別に定め

る様式により、遅滞なく議長に届け出なければならない。この場合において、

議員自らが届け出ることができないときは、当該議員の代理人が届け出るも

のとする。 

２ 議員は、前項の規定による届出後に長期欠席の期間を終え、又は終える見込

みとなったときは、その旨を議長が別に定める様式により、議長に届け出なけ



ればならない。この場合において、議員自らが届け出ることができないときは、

当該議員の代理人が届け出るものとする。 

３ 議長は、前２項の規定による届出があった場合において、必要と認めるとき

は、医師が記載した証明書等を求めることができる。 

 （議員報酬の減額） 

第４条 議員が長期欠席した場合の議員報酬は、鎌ケ谷市議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条例第２条に規定する職に応じた議員報酬の月額に、

次の表の左欄に掲げる長期欠席の期間に応じ、同表の右欄に掲げる減額割合

を乗じて得た額を減額して支給するものとする。 

長期欠席の期間 減額割合 

９０日を超え１８０日以内の期間 １００分の２５ 

１８０日を超え２７０日以内の期間 １００分の５０ 

２７０日を超え３６５日以内の期間 １００分の７５ 

３６５日を超える期間 １００分の１００ 

２ 前項の規定は、長期欠席の期間が９０日を超過する日の翌日から長期欠席

の期間が終了する日までの期間に係る議員報酬について適用するものとする。 

３ 前２項の規定により議員報酬を減額して支給する期間内に１月に満たない

日数の月があるときは、その月分の議員報酬は、日割りによって計算した額を

減額して支給するものとする。 

４ 前項の日割計算の方法は、議員報酬の月額に減額を要する日数を乗じ、これ

をその月の現日数で除した額に第１項に規定する減額割合を乗ずるものとす

る。 

５ 第１項及び第２項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、

第１項の表の左欄に掲げる長期欠席の期間が月の途中で変更となるときは、

その月分の議員報酬は、第１項の表の左欄に掲げる長期欠席の期間に応じ、同

表の右欄に掲げる減額割合を乗じて得た額を日割りによって計算した額を減

額して支給するものとする。 

６ 前項に規定する日割計算の方法は、第１項の表の左欄に掲げる長期欠席の

期間に応じ、それぞれ議員報酬の月額に減額を要する日数を乗じ、これをその



月の現日数で除した額に同表の右欄に掲げる減額割合を乗じて得た額を合計

するものとする。 

７ 第１項及び第２項の長期欠席の期間は、市議会の会議等を欠席した日から、

市議会の会議等に出席した日又は復帰する届出のあった日のいずれか早い日

の前日までとする。 

 （期末手当の減額） 

第５条 ６月１日及び１２月１日（以下これらの日を「基準日」という。）のそ

れぞれ前６月以内の期間において、前条の規定により議員報酬を減額して支

給された月があるときの期末手当は、鎌ケ谷市議会の議員の議員報酬及び費

用弁償等に関する条例に規定する期末手当の額に、基準日（基準日において長

期欠席の期間が終了しているときは、その終了の日）における前条第１項の表

の左欄に掲げる長期欠席の期間に応じ、同表の右欄に掲げる減額割合を乗じ

て得た額を減額して支給するものとする。 

 （適用除外） 

第６条 次に掲げる事由により議員が会議等を欠席した場合は、当該欠席期間

は、長期欠席の期間に含めない。 

 （１） 千葉県市町村非常勤職員公務災害補償等に関する条例（昭和４４年千 

    葉県市町村総合事務組合条例第１４号）により認定された公務上の災害 

    又は通勤による災害 

 （２） 議員の出産（出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、     

１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内 

    において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に届け出た期間内 

    に限る。） 

 （３） その他議長が認める事由 

 （議員報酬の一時差止め） 

第７条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を

拘束される処分を受けたときは、その日から当該処分を解かれる日（保釈によ

り当該処分が一時解除される場合にあっては、一時解除される日）までの期間

は、議員報酬を一時差し止めるものとする。ただし、当該期間の始期が議員報



酬を支給する日の直前であることその他の理由により当該議員報酬の支給を

一時差し止めることができない場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定により議員報酬を一時差し止める期間内に１月に満たない日数

の月があるときは、その月分の議員報酬は、日割りによって計算した額を支給

するものとする。 

３ 前項の日割計算の方法は、議員報酬の月額に支給を要する日数を乗じ、これ

をその月の現日数で除するものとする。 

４ 第１項ただし書の場合において、同項に規定する期間に係る議員報酬が支

給されたときは、当該議員報酬については、支給のあった日の翌月の末日まで

に返納しなければならない。 

 （期末手当の一時差止め） 

第８条 基準日のそれぞれ前６月以内の期間において、前条第１項の規定によ

り議員報酬を一時差し止められ（当該基準日以前６月より前の日において同

項に規定する身体を拘束される処分を受け、当該基準日以前６月以内の期間

において引き続き議員報酬を一時差し止められていた場合を含む。）、かつ、基

準日において、なお、それが継続しているとき又は保釈により同条第１項に規

定する処分が一時解除されている場合であって、判決が確定していないとき

は、期末手当を一時差し止めるものとする。 

 （一時差し止められていた議員報酬又は期末手当の支給） 

第９条 前２条の規定により一時差し止められていた議員報酬又は期末手当は、

当該一時差止めに係る刑事事件について公訴を提起しない処分があったとき

又は当該一時差止めに係る刑事事件の無罪の判決（無罪と同様の効果を有す

る判決及び決定を含む。以下この条において同じ。）が確定したときは、当該

処分があった日又は当該無罪の判決が確定した日の属する月の翌月（その日

が月の初日であるときは、その日の属する月）の議員報酬の支給日に支給する

ものとする。この場合において、議員の資格を失っているときも、同様とする。 

 （一時差し止められていた議員報酬又は期末手当の不支給） 

第１０条 第７条の規定により議員報酬を一時差し止められた場合で、当該一

時差止めに係る刑事事件に関して有罪の判決が確定したときは、一時差し止



められていた議員報酬は、支給しないものとする。 

２ 第８条の規定により期末手当を一時差し止められた場合で当該一時差止め

に係る刑事事件に関して有罪の判決が確定したときは、一時差し止められて

いた期末手当は、支給しないものとする。 

 （端数計算） 

第１１条 この条例の規定により計算した議員報酬及び期末手当の額に１円未

満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

 （前任期中の減額等の効力） 

第１２条 前任期において、この条例の規定により議員報酬等の減額、一時差し

止め又は不支給とされた議員が議員の資格を失い、再び議員の資格を得た場

合は、前任期中の減額、一時差し止め及び不支給の効力は、当該任期に及ばな

いものとする。 

 （委任） 

第１３条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が各会派代表者会

議に諮って決定するものとする。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



発議案第２号 

 
 
 

伊藤仁議員に対する問責決議 

 
 
 
 上記議案を提出します。 

 
 
 令和７年１２月１２日 

 
 
鎌ケ谷市議会議員 

 提 出 者   津久井 清 氏    
賛 成 者   勝 又   勝    賛 成 者   土 屋 裕 彦 

        泉 川 洋 二           針 貝 和 幸 
        森 谷   宏           小 易 和 彦 
        河 内 一 朗           佐 藤   剛 
        宗 川 洋 一           䭊 山 繁 隆  

後 関 俊 一           寺 本 真 理 
矢 崎   悟           富 田 信 恵 
伊 福 幸 一           德 野   涼 
松 原 美 子           水 町 元 大 

        山 中 優 宏 

                                           

提案理由 
伊藤仁議員は令和６年度及び令和７年度において、県税、市税及び介護保険料

の一部又は全部を滞納していたことにより、議員報酬の差押通知を受けていただ

けでなく、これまでも令和６年度の政務活動費の一部を返還し、議長から書面に

よる厳重注意を受けたところである。度重なるこれらの行為は、市民からの負託

を受けた議員としての自覚に欠ける行為であり、市民の信頼を著しく失墜させる

ものである。 

よって、本市議会は、伊藤仁議員に対し、猛省を促すとともに、市議会議員と

してしかるべき責任を強く問うため問責決議を提案するものである。 
  



伊藤仁議員に対する問責決議 

 

 

 市議会議員は、市民から負託を受けた立場と職責の重さを十分に認識すると

ともに、法令を遵守し、良識を持って市民の模範となることが求められてい

る。 

 鎌ケ谷市政治倫理条例には、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、市民に対

し、自らその高潔性を明らかにすることを議員の責務として定めている。 

 しかしながら、議会の中で事情聴取したところ、伊藤仁議員は、これらを遵

守すべき立場にありながら、令和６年度及び令和７年度において、自動車税、

軽自動車税、市県民税、固定資産税、介護保険料の一部又は全部を滞納してい

たことにより、本市等から督促状などの通知を再三受けていたにもかかわらず

納付義務を果たさず、また、納付相談などの適切な対応もとらないまま滞納を

続け、議員報酬の差押通知を受けていたことが分かった。 

 伊藤仁議員は、これまでも令和６年度の政務活動費に対する住民監査請求が

提出されたことを契機とし、当該年度の政務活動費の一部を自ら返還する事態

となり、議長から書面による厳重注意を受けたところである。 

 伊藤仁議員の度重なるこれらの行為は、市民からの負託を受けた議員として

の自覚に欠ける行為であるとともに、本市議会の品位を損ない、市民の信頼を

著しく失墜させるものであり、道義的にも、倫理的にもその責任は極めて重

く、誠に遺憾であり、断じて容認できないものである。 

 よって、本市議会は、本件を厳粛に受け止め、ここに伊藤仁議員に対して、

猛省を促すとともに、市議会議員としてしかるべき責任を強く問うものであ

る。 

 

以上、決議する。 

 

 

令和７年１２月１２日 

 

 

千葉県鎌ケ谷市議会  

 


